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◉
論
考

対
馬
藩
に
お
け
る
朝
鮮
本
の
輸
入
と
御
文
庫
と
の
関
係
に
つ
い
て�

阿
比
留
　
章
子

は
じ
め
に

中
世
に
お
け
る
日
朝
交
易
は
、
足
利
幕
府
に
限
ら
ず
西
日
本
の
豪
族
ら
も
そ
の

担
い
手
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
文
禄
慶
長
の
役
（
壬
辰
倭
乱
）
に
よ
る
国
交
断
絶
を

経
て
、
朝
鮮
王
朝
と
徳
川
幕
府
と
の
間
に
国
家
単
位
で
の
外
交
が
成
立
し
、
貿
易

に
お
い
て
は
幕
府
の
公
許
の
も
と
対
馬
藩
宗
家
が
独
占
す
る
よ
う
に
な
る
。
書
物

も
当
然
対
馬
藩
経
由
で
入
手
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
た
め
「
こ
の
時
期
（
引

用
者
注
：
慶
長
十
二
年
の
国
交
再
開
以
降
）
の
朝
鮮
本
伝
来
は
す
べ
て
宗
家
を
経

て
い
る
」	（
１
）
と
い
う
認
識
が
な
さ
れ
て
い
る
。

当
の
対
馬
藩
が
ど
れ
ほ
ど
朝
鮮
本
を
所
持
し
て
い
た
か
と
い
う
と
、
江
戸
時
代

を
通
し
て
お
よ
そ
二
六
〇
点
で
あ
り
、
こ
れ
は
『
昌
平
志
』	（
２
）
に
載
る
林
家
の
蔵

書
の
内
「
韓
人
著
述
類
」
が
六
十
二
点
で
あ
る
こ
と
に
比
べ
て
も
豊
富
で
あ
っ
た

と
い
え
る
だ
ろ
う
。

藩
政
期
の
対
馬
藩
の
蔵
書
数
は
、
天
和
・
安
永
・
天
保
・
嘉
永
期
に
作
成
さ
れ

た
御
文
庫
の
目
録	（
３
）
に
明
ら
か
で
、
そ
こ
に
は
、「
聖
堂
」「
林
家
」
等
へ
の
朝
鮮

本
献
上
も
記
録
さ
れ
て
お
り
、
非
常
に
興
味
深
い
問
題
を
提
示
し
て
い
る
。
こ
こ

を
も
っ
て
「
対
馬
藩
と
江
戸
官
学
界
と
の
交
渉
を
示
唆
す
る
の
み
な
ら
ず
、
朝
鮮

本
の
、
藤
原
惺
窩
や
林
羅
山
時
に
限
ら
れ
ぬ
、
日
本
朱
子
学
へ
の
貢
献
、
又
そ
の

仲
介
者
と
し
て
の
対
馬
藩
の
役
割
を
如
実
に
示
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
」	（
４
）
と

い
う
藤
本
幸
夫
氏
の
指
摘
は
首
肯
す
べ
き
だ
ろ
う
。

氏
の
論
旨
は
朝
鮮
本
の
書
誌
研
究
の
た
め
、
こ
れ
以
上
の
言
及
は
な
い
が
、
諸

家
に
朝
鮮
本
を
提
供
す
る
と
い
う
大
名
文
庫
の
在
り
方
は
、
当
時
の
実
態
に
即
し

て
改
め
て
検
証
さ
れ
る
べ
き
あ
る
。

本
稿
は
、
対
朝
鮮
、
対
幕
府
幕
閣
と
の
関
係
か
ら
対
馬
藩
の
御
文
庫
が
如
何
に

藩
政
に
貢
献
し
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。

御
文
庫
か
ら
の
朝
鮮
本
献
上
に
つ
い
て

江
戸
時
代
の
対
馬
藩
で
作
成
さ
れ
た
、
御
道
具
や
書
籍
ま
た
政
務
記
録
等
の
所

蔵
一
覧
は
、
既
に
佐
伯
弘
次
氏
に
よ
っ
て
「『
か
つ
て
宗
家
及
び
対
馬
藩
に
存
在
し

た
資
料
』
を
知
る
た
め
の
基
礎
資
料
」	（
５
）
と
い
う
位
置
付
け
が
な
さ
れ
て
い
る
。

佐
伯
氏
が
掲
出
す
る
目
録
類
は
一
二
一
点
（
す
べ
て
長
崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資

料
館
所
蔵
）
に
の
ぼ
る
が
、
御
文
庫
の
総
目
録
に
限
る
と
、
天
和
・
安
永
・
天
保
・

嘉
永
期
に
作
成
さ
れ
た
四
点
に
絞
ら
れ
る
だ
ろ
う	（
６
）。

こ
の
御
文
庫
の
総
目
録
（
以
下
書
物
目
録
と
よ
ぶ
）
は
、
朝
鮮
板
・
唐
本
等
の

分
類
が
設
け
ら
れ
、
書
名
・
冊
数
（
或
い
は
表
紙
色
、
函
の
有
無
、
破
損
状
況
を
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付
記
す
る
場
合
が
あ
る
）
を
一
行
で
箇
条
書
き
し
た
棒
目
録
で
あ
る
。
四
点
を
並

べ
れ
ば
、
ま
さ
に
江
戸
時
代
を
通
し
た
蔵
書
内
容
を
概
観
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
蔵
書
内
容
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
紙
面
余

白
の
書
入
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
書
物
の
移
管
や
献
上
の
履
歴
が
記
さ
れ
て
お

り
、
宛
先
に
は
「
公
儀
（
幕
府
）」、「
林
家
（
林
大
学
頭
）」、
稲
葉
正
則
（
老
中
）、

新
井
白
石
（
将
軍
侍
講
）
の
名
が
あ
が
る
。
書
物
目
録
よ
り
該
当
す
る
書
名
、
冊

数
、
書
入
れ
、
を
抜
出
す
れ
ば
次
の
〔
表
１
〕
の
通
り
で
、「
奥
（
奥
向
）」「
思
文

館
（
藩
校
）」
や
対
馬
藩
士
と
い
っ
た
藩
内
の
用
向
き
以
外
に
も
、
御
文
庫
の
蔵
書

が
提
供
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

〔
表
１
〕
御
文
庫
か
ら
の
献
上
一
覧

年

用
件

書
名
・
冊
数

書
き
入
れ

（
元
禄
三
年
以

前
）

稲
葉
正
則
へ
の

献
上

『
四
書
大
全
』
十
六
冊

午
三
月
十
四
日 

御
前

江
差
上
る
（
中
略
）
但

稲
葉
泰
応
様
江
被
遣

（
不
明
）

（
稲
葉
正
則
へ

の
献
上
）	（
７
）

『
中
庸
九
経
衍
義
』
十
八
冊

御
前
へ
上
る

元
禄
四
年

湯
島
聖
堂
へ
の

献
納
（
初
度
）
『
儀
礼
経
伝
通
解
』
十
五
冊
・『
儀
礼

経
伝
通
解
』
二
十
六
冊
・『
朱
子
語

類
』
四
十
冊
・『
性
理
大
全
』
五
十

三
冊
・『
朱
子
語
類
』
七
十
冊
・『
朱

子
大
全
』
七
十
五
冊

御
前
へ
上
る

（
正
徳
期
）

新
井
白
石
へ
の

献
上	（
８
）

『
高
麗
史
記
』
七
十
冊
・『
東
国
輿
地

勝
覧
』
五
十
七
冊

新
井
筑
後
守
様
へ
被

遣
る

享
保
二
年

徳
川
吉
宗
へ
の

献
上

『
東
医
宝
鑑
』
二
十
五
冊

安
永
四
年

湯
島
聖
堂
へ
の

献
納
（
再
度
）	（
９
）
『
朱
子
語
類
』
五
十
一
冊
・『
朱
子
大

全
』
六
十
九
冊
・『
詩
経
大
全
』
二

十
冊
・『
論
語
大
全
』
七
冊
・『
孟
子

大
全
』
七
冊
・『
書
伝
大
全
』
十
冊
・

『
春
秋
大
全
』
八
冊
・『
周
易
大
全
』

十
三
冊
『
礼
記
大
全
』
十
五
冊 

安
永
四
己
未
江
戸
表

へ
聖
堂
御
備

自
文
政
元
年

至
同
十
一
年

林
述
斎
へ
の
貸

出

『
圃
隠
集
』

（
ほ
か
の
べ
七
十
点
）

林
家
行

（
享
保
十
一
年

頃
）

（
徳
川
吉
宗
へ

の
献
上
）

『
国
朝
五
礼
儀
』
十
九
冊

御
用
ニ
而
差
出

（
不
明
）

『
馬
医
』
一
冊

公
儀
被
差
上
る

（
不
明
）

『
郷
薬
集
』
三
十
冊

公
儀
へ
被
差
上

 

目
録
の
分
類
に
従
え
ば
〔
表
１
〕
で
献
上
さ
れ
た
書
物
は
専
ら
朝
鮮
本
で
あ
り
、

朝
鮮
本
を
通
し
た
、
対
馬
藩
と
幕
府
・
幕
閣
と
の
関
係
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
。
藤
本
氏
が
「
対
馬
藩
と
江
戸
官
学
界
と
の
交
渉
」、
ま
た
朝
鮮
本
を
提

供
す
る
「
仲
介
者
と
し
て
の
対
馬
藩
の
役
割
」
を
こ
こ
に
見
出
し
た
こ
と
は
す
で

に
述
べ
た
。

で
は
な
ぜ
、
こ
れ
ら
の
蔵
書
が
献
上
さ
れ
た
の
か
。

〔
表
１
〕
の
事
例
の
内
、
詳
細
が
判
明
し
う
る
「
元
禄
四
年 

湯
島
聖
堂
へ
の
献

上
（
初
度
）」
及
び
「
享
保
二
年 

徳
川
吉
宗
へ
の
献
上
」
を
例
と
し
て
、
御
文
庫

か
ら
朝
鮮
本
が
提
供
さ
れ
た
背
景
に
言
及
し
て
お
き
た
い
。

湯
島
聖
堂
へ
の
献
納
（
初
度
）

対
馬
藩
が
聖
堂
（
林
家
）
へ
最
初
に
朝
鮮
本
を
進
上
し
た
の
は
、
将
軍
綱
吉
の

御
代
、
元
禄
四
年
に
聖
堂
が
落
成
し
た
際
で
あ
る
。

湯
島
聖
堂
、
後
の
昌
平
坂
学
問
所
は
、
寛
永
七
年
、
林
羅
山
が
上
野
忍
岡
に
創

建
し
た
書
庫
学
寮
を
前
身
と
す
る
。
元
禄
元
年
に
聖
廟
を
参
拝
し
て
以
来
こ
れ
を

恒
例
と
し
た
将
軍
綱
吉
の
庇
護
の
も
と
、
同
三
年
七
月
に
は
湯
島
に
聖
廟
移
転
が

命
じ
ら
れ
、
翌
四
年
に
竣
工
。
羅
山
・
鵞
峰
の
跡
を
継
い
だ
林
家
三
代
目
鳳
岡
は

従
五
位
下
大
学
頭
に
任
ぜ
ら
れ
、
以
降
林
家
当
主
が
祭
酒
・
聖
堂
預
り
を
世
襲
す
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る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
聖
堂
に
は
綱
吉
揮
毫
の
「
大
成
殿
」
の
扁
額
が
掲
げ
ら
れ
、

諸
侯
か
ら
も
多
く
の
典
籍
や
祭
器
が
献
納
さ
れ
た	（
10
）
の
で
あ
る
。
対
馬
藩
三
代

藩
主
宗
義
真
も
こ
れ
に
な
ら
い
、
元
禄
四
年
辛
未
正
月
廿
八
日
付
で
朝
鮮
本
を
献

納
し
て
い
る	（
11
）。

今
日
昌
平
坂
聖
堂
え
鈴
木
半
兵
衛
被
遣
候
。（
中
略
）

　
　

献
上

朝
鮮
本　

朱
子
大
全 

七
十
五
冊

　

同　
　

朱
子
語
類 
七
十
冊

　

同　
　

儀
礼
経
伝
通
解 
二
十
六
冊

　
　
　
　

 

以
上　
　

宗
対
馬
守
義
真
（
以
下
略
）

後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
こ
の
『
朱
子
大
全
』『
朱
子
語
類
』『
儀
礼
経
伝
通
解
』

は
、
対
馬
藩
の
御
文
庫
よ
り
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
献
上
に
至
る

経
緯
は
元
禄
三
庚
午
十
二
月
四
日
付
の
次
の
資
料	（
12
） 

か
ら
う
か
が
え
る
。

昨
日
の
便
に
江
戸
表
よ
り
申
来
候
は
、
江
戸
御
茶
水
台
に
公
義
よ
り
孔
子
堂

新
規
に
御
取
建
被
成
候
付
、
御
大
名
様
方
よ
り
楽
器
或
祭
器
・
書
籍
等
御
寄

附
被
成
候
付
、
殿
様
よ
り
も
朝
鮮
本
の
内
「
四
書
大
全
」「
五
経
大
全
」「
性

理
大
全
」
此
類
の
差
本
御
寄
附
可
被
成
候
間
、
御
文
庫
有
之
候
は
ば
、
致
吟

味
差
登
候
様
に
と
、
若
御
文
庫
に
無
之
候
は
ば
、
朝
鮮
表
へ
申
遣
、
早
々
調

差
越
候
様
に
と
申
来
候
付
、
御
書
物
掛
陶
山
庄
右
よ
り
阿
比
留
惣
兵
衛
召
寄

為
致
吟
味
候
処
、  「
四
書
大
全
」「
五
経
大
全
」
は
御
文
庫
に
無
之
、「
性
理
大

全
」「
朱
子
大
全
」
は
一
部
充
有
之
候
。
外
に
「
朱
子
語
類
」「
儀
礼
経
伝
通

解
」
弐
部
づ
ゝ
有
之
候
付
、
西
山
寺
申
談
、
右
之
書
物
今
度
小
川
市
左
衛
門

便
に
江
戸
表
へ
差
越
候
。
右
の
外
「
四
書
大
全
」「
五
経
大
全
」「
性
理
大
全
」

「
二
程
全
書
」「
周
張
全
書
」「
朱
子
大
全
」「
語
類
」「
十
三
経
」
此
分
出
朝
鮮

表
早
々
相
調
差
越
候
様
に
と
館
守
裁
判
方
へ
申
遣
候
。
調
参
次
第
江
戸
表
へ

差
越
候
筈
也
。

藩
主
義
真
の
意
向
で
は
、
湯
島
聖
堂
の
落
成
に
つ
き
諸
大
名
家
よ
り
寄
進
が
あ

る
の
で
、
朝
鮮
本
で
儒
教
の
経
典
類
を
献
納
し
た
い
と
の
こ
と
。
義
真
は
『
四
書

大
全
』『
五
経
大
全
』『
性
理
大
全
』
を
挙
げ
て
い
る
が
、
あ
い
に
く
御
文
庫
に
は

『
四
書
大
全
』
と
『
五
経
大
全
』
が
無
い
。
御
書
物
掛
陶
山
庄
右	（
13
） 

は
、
ひ
と
ま

ず
御
文
庫
に
あ
っ
た
『
性
理
大
全
』
一
部
、『
朱
子
大
全
』
一
部
、『
朱
子
語
類
』

二
部
、『
儀
礼
経
伝
通
解
』
二
部
を
江
戸
藩
邸
へ
送
り
、
他
に
も
い
く
つ
か
の
候
補

を
朝
鮮
よ
り
調
達
す
る
よ
う
申
入
れ
て
い
る
。
重
複
し
て
請
求
し
て
い
る
分
は
、

補
填
の
た
め
か
、
よ
り
状
態
の
良
い
版
本
を
求
め
る
た
め
だ
ろ
う
。

こ
の
時
江
戸
藩
邸
に
遣
わ
し
た
六
点
は
、
目
録
に
「
御
前
へ
上
る
」
と
書
き
入

れ
の
上
、
抹
消
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
書
入
れ
か
ら
は
判
然
と
し
な
い
が
、
献
納
品

を
吟
味
す
る
段
階
で
、
ま
ず
御
文
庫
の
朝
鮮
本
が
参
府
中
の
藩
主
の
「
御
前
」
に

差
出
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
最
終
的
に
は
そ
の
内
の
三
点
が
聖
堂
ヘ
献

納
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
藩
主
の
令
達
か
ら
聖
堂
ヘ
の
献
上
ま
で
は
二
ヵ
月
に
足
ら
ず
、
朝

鮮
か
ら
の
調
達
は
間
に
合
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る

時
の
藩
主
宗
義
真	（
14
） 

は
藩
政
の
基
礎
を
築
い
た
名
君
で
あ
り
、
貞
享
二
年
と

い
う
早
い
段
階
で
藩
校
を
設
置
、
木
門
の
雨
森
芳
洲
の
招
聘
、
家
譜
類
の
編
纂
に

よ
る
文
献
整
備
な
ど
、
文
教
政
策
面
の
功
績
も
大
き
い
。
こ
の
聖
堂
へ
の
献
納
は
、

雨
森
芳
洲
が
著
し
た
『
天
龍
院
公
実
録
』
に
も
明
記
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
賞
揚
す

べ
き
義
真
（
天
龍
院
）
の
事
績
と
見
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
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吉
宗
へ
の
『
東
医
宝
鑑
』
献
上

天
和
期
の
書
物
目
録
中
、
朝
鮮
の
医
書
『
東
医
宝
鑑
』
二
十
五
冊
が
「
御
前
へ
」

奉
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
吉
宗
の
朝
鮮
薬
材
調
査
の
一
環
と
し
て
田
代
和
生

氏
の
詳
細
な
報
告
が
あ
る	（
15
）。
こ
の
献
上
一
件
は
、
山
本
博
文
氏
が
指
摘
す
る
よ

う
に
『
寛
政
重
修
諸
家
譜
』
所
載
の
藩
主
義
方
の
事
績
に
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る	（
16
）。

『
東
医
宝
鑑
』
は
、
享
保
二
年
九
月
五
日
に
吉
宗
の
令
達
を
受
け
て
江
戸
藩
邸
に
送

ら
れ
た
物
で
、
田
代
氏
は
、
宗
家
文
書
『
吉
宗
様
御
代
公
私
御
用
向
抜
書
』
一
（
長

崎
県
立
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
所
蔵
）
十
五
番
「
東
医
宝
鑑
被
献
候
事
」
に
基
づ
き

次
の
よ
う
に
言
及
す
る	（
17
）。

い
っ
ぽ
う
対
馬
藩
は
、
新
将
軍
が
朝
鮮
医
薬
に
関
心
を
も
た
れ
て
い
る
様
子

に
喜
ん
だ
。
老
中
の
口
ぶ
り
（
引
用
者
注
：
老
中
井
上
正
岑
）
で
は
さ
し
て

急
が
な
い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
朝
鮮
へ
こ
れ
か
ら
求
請
し
て
い
た
の
で

は
何
年
か
か
る
か
も
知
れ
ず
、
と
り
あ
え
ず
対
馬
国
元
の
御
文
庫
内
に
保
管

さ
れ
て
い
た
『
東
医
宝
鑑
』
二
十
五
冊
を
江
戸
を
回
す
こ
と
に
し
た
。

注
目
す
べ
き
は
、
朝
鮮
か
ら
の
調
達
品
の
代
替
と
し
て
、
御
文
庫
の
朝
鮮
本
が

江
戸
藩
邸
に
送
ら
れ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
る
。
先
に
見
た
元
禄
四
年
の
湯
島
聖
堂

の
例
と
同
様
に
、
朝
鮮
か
ら
の
調
達
と
御
文
庫
か
ら
の
調
達
は
同
時
並
行
で
進
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

諸
家
か
ら
の
要
望
に
対
し
、
御
文
庫
の
朝
鮮
本
は
重
要
な
供
給
源
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
本
来
朝
鮮
か
ら
調
達
す
べ
き
も
の
の
代
替
と
い
う
性
格
が
強
い
。
御
文

庫
か
ら
の
献
上
の
背
景
に
は
、
朝
鮮
本
の
輸
入
が
少
な
か
ら
ず
関
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。

朝
鮮
本
の
求
請

冒
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
江
戸
時
代
の
対
馬
藩
は
朝
鮮
と
の
交
易
権
を
持
つ

唯
一
の
窓
口
で
あ
り
、
書
物
を
輸
入
す
る
場
合
も
対
馬
藩
を
必
ず
経
由
す
る
は
ず

で
あ
る
。
で
は
そ
も
そ
も
ど
の
よ
う
に
朝
鮮
本
は
輸
入
さ
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う

か
。
先
行
研
究
を
見
る
限
り
、
貿
易
の
形
態
と
し
て
「
求
請
」
と
い
う
手
続
き
を

要
す
る
こ
と
を
指
摘
し
た
田
代
氏
（
前
掲
書
）
以
上
に
踏
み
込
ん
だ
も
の
が
な
い
。

日
朝
貿
易
に
は
、
進
上
（
の
ち
の
封
進
）・
公
貿
易
（
朝
鮮
政
府
と
の
貿
易
）・

私
貿
易
（
商
人
と
の
取
引
）
の
三
形
態
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
進
上
は
、
朝
鮮

国
王
へ
の
献
上
形
式
を
と
る
も
の
で
、
朝
鮮
か
ら
の
返
礼
物
を
回
賜
と
い

い
、
通
常
は
相
互
に
交
換
す
る
物
資
の
品
目
・
数
量
が
決
め
ら
れ
て
い
た
。

求
請
と
い
う
の
は
、
こ
の
規
定
さ
れ
た
回
賜
に
含
ま
れ
な
い
品
物
を
、
朝
鮮

側
に
懇
望
し
て
、
回
賜
の
名
目
で
贈
与
し
て
も
ら
う
こ
と
を
い
う
。
求
請
は
、

対
馬
藩
以
外
に
、
幕
府
や
御
三
家
・
大
名
家
の
依
頼
を
う
け
て
行
わ
れ
る
場

合
も
あ
り
、
書
籍
な
ど
珍
重
品
が
こ
の
方
法
で
輸
入
さ
れ
た
。

右
の
引
用
の
通
り
「
求
請
」
は
朝
鮮
側
か
ら
の
贈
与
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
非
常
に
限
定
的
な
方
法
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
利
潤
を
多
く
生
む
私
貿
易
、

例
え
ば
朝
鮮
人
参
や
生
糸
の
よ
う
に
問
屋
経
由
の
販
売
ル
ー
ト
が
確
立
さ
れ
た
貿

易
品
と
は
性
質
を
異
に
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
藩
の
財
政
を
朝
鮮
と
の
貿
易

に
依
存
す
る
対
馬
藩
に
と
っ
て
、
取
引
量
も
少
な
く
売
買
の
対
象
と
も
い
え
な
い

朝
鮮
本
は
、
貿
易
史
上
の
重
要
な
品
目
と
は
言
い
難
い
。

対
馬
藩
に
と
っ
て
朝
鮮
本
を
輸
入
す
る
意
義
は
、
金
銭
的
な
利
益
追
求
型
の
輸

入
と
は
別
の
視
点
で
論
じ
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

幸
い
な
こ
と
に
、
求
請
に
関
す
る
記
録
は
日
朝
両
国
に
残
っ
て
い
る
。
主
立
っ
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た
品
目
は
、
馬
、
鷹
、
上
質
の
朝
鮮
人
参
、
虎
皮
、
薬
材
で
、
こ
れ
ら
に
比
べ
る

と
数
は
減
る
が
、
書
物
も
珍
重
品
と
し
て
度
々
求
請
さ
れ
て
い
る
。
い
つ
頃
誰
が

ど
の
よ
う
な
朝
鮮
本
を
求
め
た
の
か
、
ま
た
判
明
す
る
範
囲
で
朝
鮮
側
の
裁
可
を

掲
出
し
た
も
の
が
次
の
〔
表
２
〕	（
18
）
で
あ
る
。

〔
表
２
〕
求
請
一
覧

年

月
日

依
頼
者

書
名

可
否

寛
永
六
年

五
月
七
日

（
不
明
）

経
書
・
通
鑑
・
牧
隠
集

可

寛
永
九

十
二
月
十
一
日
僧
玄
方

名
臣
言
行
録
・
入
学
図
説

否

寛
永
十
四  

二
月

（
不
明
）

四
書
・
五
経
等

（
不
明
）

寛
永
十
六
年

八
月

（
不
明
）

性
理
群
書
・
前
後
集
・
空
同
道

士
鄒
訴
註
新
編
集
・
十
二
律

（
不
明
）

寛
永
十
七
年

三
月

（
不
明
）

馬
医
方
・
鷹
鶻
方
・
十
二
律

可

十
二
月

（
不
明
）

剪
灯
新
話
・
蘇
東
坡
詩
集
・
四

書
章
図
・
楊
誠
斉
集

（
不
明
）

寛
永
十
八
年

六
月
二
十
三
日
井
上
筑
後
守

鷹
鶻
方
・
万
病
図

（
不
明
）

七
月

（
不
明
）

（
書
冊
五
部
）

（
不
明
）

七
月
六
日

紀
州
様
（
徳
川

頼
宣
）

（
御
誂
之
書
物
）

（
不
明
）

寛
永
二
十
年

十
一
月

島
主

（
所
求
書
冊
）

可

正
保
三
年

四
月

（
不
明
）

七
書
講
義
・
七
書
直
解

可

慶
安
三
年

正
月

（
不
明
）

参
同
契

（
不
明
）

明
暦
三
年

四
月
二
十
六
日
意
安
法
印

郷
薬
集
成
・
鍼
灸
択
目
・
延
寿

書
・
中
応
縄

（
不
明
）

十
月
晦
日

井
上
河
内
守

儀
礼
経
伝
通
解

（
不
明
）

万
治
二
年

十
一
月
晦
日

阿
部
豊
後
守

馬
医
方

（
不
明
）

万
治
三
年

三
月

島
主

朱
子
大
全
・
朱
子
語
類
等

（
不
明
）

寛
文
元
年

五
月

（
不
明
）

七
書

可

案
文
二
年

二
月

（
不
明
）

李
退
渓
文
集
等

否

三
月

（
不
明
）

東
医
宝
鑑
・
医
林
撮
要

可

寛
文
三
年

八
月

（
不
明
）

四
書
大
全
・
五
経
大
全
・
性
理

大
全
・
史
記
評
林
・
朱
子
語
類
（
不
明
）

十
二
月

島
主

退
渓
集
・
性
理
群
書
句
解
・
四
書

輯
釈
・
四
書
大
全
・
五
経
大
全
・

性
理
大
全
・
史
記
評
林
・
朱
子
語

類
・
東
国
通
鑑
・
東
国
輿
地
勝
覧

（
不
明
）

十
二
月
十
三
日
松
平
式
部
大
輔
東
国
通
覧
・
東
国
与

（
マ
マ
）地
勝
覧

（
不
明
）

寛
文
四
年

閏
六
月

（
不
明
）

退
渓
集
・
攷
事
撮
要

否

二
月
九
日

藤
堂
和
泉

史
記

（
不
明
）

寛
文
七
年

二
月

（
不
明
）

儀
礼
経
伝
続
通
解
等

可

寛
文
十
年

六
月

（
不
明
）

大
学
章
句
・
中
庸
九
経
衍
義
・

医
学
入
門

可

延
宝
四
年

二
月

（
不
明
）

東
医
宝
鑑
・
医
林
撮
要
・
医
学

正
伝
・
和
剤
局
方

可

延
宝
五
年

六
月
二
十
一
日
（
不
明
）

四
書
集
註

（
不
明
）

延
宝
七
年

七
月

（
不
明
）

李
退
渓
集
・
東
文
選

否

天
和
元
年

十
二
月

（
不
明
）

東
医
宝
鑑

可

元
禄
三
年

九
月

（
不
明
）

四
書
大
全

可

十
一
月

（
不
明
）

東
医
宝
鑑
・
算
図
等

可

元
禄
四
年

二
月

（
不
明
）

周
易
・
春
秋
・
毛
詩
・
尚
書
・

礼
記
・
孝
経
・
論
語
・
孟
子
・

周
礼
・
儀
礼
・
公
羊
伝
・
穀
梁

伝
・
爾
雅

可

六
月

（
不
明
）

四
書
大
全
・
五
経
大
全
・
性
理

大
全
・
二
程
全
書
・
周
張
全

書
・
朱
子
大
全
・
朱
子
語
類

可

元
禄
五
年

九
月

（
不
明
）

東
医
宝
鑑

可

享
保
十
年

二
月

江
戸

東
医
宝
鑑

可
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一
見
し
て
江
戸
前
期
に
記
録
が
偏
る
が
、
参
考
と
し
た
資
料
の
内
、
例
え
ば

『
辺
例
集
要
』
は
慶
長
十
四
年
か
ら
寛
延
二
年
ま
で
の
記
事
も
収
録
さ
れ
て
い
る

た
め
、
時
期
的
な
偏
り
は
参
考
資
料
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
朝
鮮
本
の
求
請
は
、

寛
永
期
か
ら
元
禄
期
の
間
行
わ
れ
て
い
た
と
見
な
す
べ
き
だ
ろ
う
。

ま
た
、
医
書
・
儒
学
関
係
の
書
物
が
特
に
多
い
。
再
三
に
わ
た
る
『
東
医
宝

鑑
』	（
19
）
を
始
め
、
医
書
の
求
請
は
許
可
さ
れ
て
い
る
が
、
一
方
で
、
当
時
か
ら
日

本
で
も
著
名
な
李
退
渓
の
全
集
は
、
再
三
の
申
入
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
遂
に
許
さ

れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
求
請
の
可
否
は
朝
鮮
側
の
規
準
に
よ
る
も
の
で
あ

り
、
対
馬
藩
が
終
始
受
動
的
立
場
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

更
に
、
右
の
表
で
元
禄
四
年
の
項
目
に
は
、
前
に
述
べ
た
聖
堂
ヘ
の
献
納
（
初

度
）
の
た
め
、
書
物
掛
の
陶
山
訥
庵
が
依
頼
し
た
書
物
も
確
認
で
き
る
。
前
掲
の

通
り
、
朝
鮮
倭
館
へ
は
元
禄
三
年
十
二
月
四
日
の
段
階
で
通
達
済
み
の
は
ず
だ

が
、
朝
鮮
側
の
許
可
は
〔
表
２
〕
の
通
り
「
十
三
経
」
が
元
禄
四
年
二
月
、「
四
書

大
全
、
五
経
大
全
、
性
理
大
全
、
二
程
全
書
、
周
張
全
書
、
朱
子
大
全
、
語
類
」

が
同
年
六
月
の
記
事
に
な
っ
て
い
る
。
聖
堂
ヘ
の
献
納
は
元
禄
四
年
正
月
二
十
八

日
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
遅
き
に
失
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

求
請
に
お
け
る
朝
鮮
と
の
交
渉
は
、
前
掲
の
『
分
類
紀
事
大
綱
』
に
詳
し
く
記

さ
れ
る
と
こ
ろ
で
、
例
え
ば
、
松
平
加
賀
守
（
前
田
綱
紀
）
か
ら
の
依
頼
分
が
延

引
し
た
件
で
は
、
書
物
の
輸
出
に
慎
重
な
朝
鮮
側
の
姿
勢
を
う
か
が
う
こ
と
が
で

き
る
。延

宝
七
年
七
月
廿
三
日
新
代
官
へ
申
遣

一
、
去
年
松
平
加
賀
守
様
御
頼
被
成
候
品
々
、
就
延
引
先
頃
江
戸
表
よ
り
樋

口
源
左
衛
門
・
多
田
与
左
衛
門
方
よ
り
又
々
書
付
を
以
被
申
越
候
。（
中
略
）

御
書
付
の
内
、
朝
鮮
に
無
之
書
物
有
之
由
、
又
々
有
之
候
て
も
法
度
仕
不
書

物
有
之
由
申
に
付
、
古
代
官
に
も
被
相
尋
候
処
、
三
右
衛
門
■虫

損

申
候
も
右
之

通
之
旨
細
々
之
紙
面
承
届
候
。
朝
鮮
へ
無
之
と
申
候
書
物
弥
其
通
候
哉
。

能
々
御
尋
可
■虫

損

相
究
候
又
不
出
物
之
儀
は
何
と
ぞ
各
才
覚
を
以
被
相
調
儀
尤

に
候
。

つ
ま
り
、
朝
鮮
の
役
人
は
、「
法
度
」
を
懸
念
し
て
所
持
す
る
書
物
も
「
無
い
」

と
回
答
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
真
偽
の
ほ
ど
を
よ
く
よ
く
確
か
め
る
よ
う
に
と

の
念
押
し
で
あ
る
。
以
前
か
ら
日
朝
間
で
同
様
の
応
酬
が
あ
っ
た
こ
と
は
想
像
に

難
く
な
い
。

実
は
、
右
の
引
用
に
も
見
え
る
「
法
度
」
は
、
正
徳
二
年
に
至
っ
て
、
最
終
的

に
全
面
的
な
朝
鮮
本
輸
出
禁
止
措
置
へ
と
発
展
す
る
。
東
洋
文
庫
版
『
徴
毖
録
』

の
朴
鐘
鳴
氏
の
解
説
に
よ
る
と
「
粛
宗
三
十
八
（
一
七
二
一
）
年
、
そ
れ
（
引
用

者
注
：『
徴
毖
録
』
の
和
刻
本
の
刊
行
）
が
物
議
を
か
も
し
、『
徴
毖
録
』
を
始
め

歴
史
本
や
文
集
の
輸
出
を
禁
止
す
る
措
置
を
取
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ

た
」
と
す
る
が
、
そ
れ
以
上
踏
み
込
ん
だ
言
及
は
な
い
。

こ
の
禁
制
は
、
書
物
の
流
通
の
上
で
非
常
に
大
き
な
画
期
と
い
え
る
が
、
朴
氏

の
解
説
に
は
具
体
的
な
資
料
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
以
下
に
大
ま

か
な
経
緯
を
紹
介
し
て
お
き
た
い	（
20
）。

 

①
粛
宗
八
年
（
天
和
二
年
）
七
月
十
一
日

通
信
使
尹
趾
完
等
馳
啓
し
て
以
為
へ
ら
く
、
使
臣
一
行
、
前
月
十
八
日
発
行

し
、
二
十
四
日
、
対
馬
島
に
到
る
。
島
主
宴
を
設
け
て
接
待
し
、
別
紙
一
幅

を
送
る
、
故
に
謄
写
輸
上
す
。（
中
略
）
其
中
、
筑
前
州
の
潜
商
、
書
籍
の
一

款
、
実
情
の
如
何
を
知
ら
ざ
る
も
、
事
極
め
て
驚
駭
す
べ
し
。
そ
の
條
に
曰

く
、
戊
申
・
己
酉
間
、
我
が
国
筑
前
州
豪
民
の
偽
船
、
潜
か
に
貴
国
に
通
じ
、

禁
物
を
貿
易
す
。
其
党
数
十
人
、
事
覚
は
れ
て
、
尽
く
磔
刑
に
就
き
、
家
資
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鉅
万
官
庫
に
没
輸
せ
ら
れ
し
が
、
其
中
、
貴
国
の
載
籍
亦
た
多
か
り
き
と
云

ふ
。（
以
下
略
）

 
②
粛
宗
三
十
八
年
（
正
徳
二
年
）
四
月
廿
二
日

校
理
呉
命
恒
曰
く
、
信
使
の
伝
ふ
る
所
を
聞
く
に
、
故
相
臣
柳
成
龍
所
撰
の

懲
毖
録
、
倭
国
に
流
入
す
と
云
ふ
。
事
極
め
て
驚
駭
す
べ
し
。
今
宜
し
く
厳

に
科
條
を
立
て
、
別
様
禁
断
す
べ
し
と
。

 

③
粛
宗
三
八
年
（
正
徳
二
年
）
五
月
二
十
日

王
命
じ
て
、
中
国
書
冊
の
外
、
我
が
国
の
文
籍
は
一
並
厳
禁
し
、
現
発
の
後

は
軽
重
に
従
ひ
て
勘
罪
せ
し
む
。

①
よ
り
、
天
和
二
年
の
通
信
使
の
際
、
筑
前
の
潜
商
が
大
量
の
朝
鮮
本
を
所
持

し
て
い
た
こ
と
が
朝
廷
に
報
告
さ
れ
て
お
り
、
書
物
の
流
出
に
大
変
敏
感
な
様
子

が
う
か
が
え
る
。
次
の
②
正
徳
二
年
の
通
信
使
で
は
『
懲
毖
録
』
が
日
本
国
内
に

お
い
て
出
版
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
朝
廷
に
報
告
さ
れ
、
書
物
の
流
出
に
つ
い
て
禁

制
を
設
け
る
よ
う
提
言
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
報
告
の
翌
月
に
は
、
③
の

通
り
朝
鮮
の
「
文
籍
は
一
並
厳
禁
」
と
い
う
令
達
が
出
さ
れ
る
に
至
る
。

禁
制
の
要
因
と
も
な
っ
た
『
懲
毖
録
』
の
流
布
に
つ
い
て
は
、
享
保
四
年
の
通

信
使
の
記
録
『
海
游
録
』
で
も
再
び
警
鐘
が
鳴
ら
さ
れ
て
い
る	（
21
）。

禁
制
を
審
議
す
る
諮
問
に
お
い
て
「
此
れ
即
ち
壬
辰
の
事
を
記
す
者
。
被
兵
の

初
軍
制
、
虧
疏
の
国
事
、
録
せ
ざ
る
所
無
し
」	（
22
）
と
し
て
、
問
題
の
筆
頭
に
挙
げ

ら
れ
て
い
る
の
が
『
徴
毖
録
』
で
あ
る
。
そ
の
対
象
は
さ
ら
に
「
文
集
の
如
き
は

史
書
に
異
な
る
と
雖
も
、
疏
論
国
事
に
有
ら
ざ
る
無
し
。
皆
当
に
一
に
禁
ず
べ
し
」

と
、
奏
疏
や
劄
子
を
収
録
す
る
個
人
の
漢
詩
文
集
に
ま
で
及
ぶ
。
先
に
み
た
、
李

退
渓
の
全
集
が
、
ま
さ
に
そ
の
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

こ
こ
に
お
い
て
、
歴
史
書
や
文
集
を
は
じ
め
、
朝
鮮
由
来
の
書
物
を
公
的
に
入

手
す
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
朝
鮮
側
の
態
度
の
硬
化
に
は
、
秀
吉
の
侵
略
は
勿
論
、
対
馬
藩
の
国

書
偽
造
が
発
覚
し
た
柳
川
一
件	（
23
） 

や
、
正
徳
期
に
お
け
る
新
井
白
石
の
政
策	（
24
） 

と
い
っ
た
背
景
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
長
正
統
氏
に
よ
る
次
の
指
摘	（
25
） 

を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

朝
鮮
で
は
壬
辰
・
丁
酉
役
に
よ
る
興
廃
か
ら
立
ち
直
る
間
も
な
く
、
丁
卯
・

丙
子
の
清
軍
の
侵
入
が
あ
り
、
十
七
世
紀
前
半
は
内
外
と
も
に
多
難
な
時
代

で
あ
っ
た
。
対
日
関
係
に
つ
い
て
い
え
ば
、
流
動
的
な
北
方
情
勢
に
牽
制
さ

れ
、
さ
ら
に
国
家
体
制
の
混
乱
か
ら
の
立
直
り
の
お
く
れ
も
手
伝
っ
て
、
思

い
切
っ
た
措
置
を
と
り
え
な
い
時
期
が
し
ば
ら
く
つ
づ
い
た
。
し
か
し
や
が

て
清
朝
と
の
関
係
が
安
定
し
国
家
体
制
の
整
備
が
一
段
落
し
た
粛
宗
期
（
一

六
七
五
～
一
七
二
〇
）
に
は
い
る
と
、
朝
鮮
で
は
倭
館
の
草
梁
へ
の
移
転
を

皮
切
り
に
し
て
貿
易
そ
の
他
対
日
関
係
全
般
に
つ
い
て
の
統
制
を
急
速
に
つ

よ
め
て
い
っ
た
。  

朝
鮮
側
の
こ
の
う
ご
き
は
当
時
の
対
馬
へ
敏
感
に
つ
た
わ

り
、
従
来
の
対
朝
鮮
関
係
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
の
種
種
な
反
省
を
生
ん
で

い
る
。

書
物
に
関
す
る
禁
制
も
「
粛
宗
期
」
に
あ
た
り
、
朝
鮮
側
の
「
対
日
関
係
全
般

に
つ
い
て
の
統
制
」
の
一
環
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
外
交
状
況
を
踏
ま
え
れ
ば
、
朝
鮮
本
の
求
請
〔
表
２
〕
と
、
御
文
庫
か
ら

の
献
上
〔
表
１
〕
と
は
禁
制
に
関
す
る
一
連
の
動
向
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
正
徳
二
年
を
朝
鮮
本
求
請
の
下
限
と
し
て
、
朝
鮮
側
の
規
制
が
漸

く
厳
し
く
な
る
中
、
御
文
庫
の
朝
鮮
本
を
代
替
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
と
い

う
状
況
が
見
え
て
く
る
。

御
文
庫
の
朝
鮮
本
献
上
は
「
日
本
朱
子
学
へ
の
貢
献
、
又
そ
の
仲
介
者
と
し
て
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の
対
馬
藩
」
と
い
う
文
化
交
流
上
の
側
面
に
限
ら
ず
、
求
請
に
お
け
る
あ
く
ま
で

変
則
的
な
処
置
と
し
て
、
朝
鮮
本
輸
入
の
、
延
い
て
は
日
朝
外
交
の
閉
塞
状
況
の

表
出
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
の
禁
制
に
よ
っ
て
、
御
文
庫
御
備
え
の
朝
鮮
本
の
価
値
は
必
然
的
に

高
ま
る
こ
と
に
な
る
。

一
つ
は
希
少
価
値
で
あ
る
。
御
文
庫
の
朝
鮮
本
は
、
禁
制
以
降
の
代
替
品
と
し

て
提
供
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
差
出
し
た
分
の
補
填
が
見
込
め
な
い
以
上
、
提
供

よ
り
保
管
へ
重
点
を
お
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
例
え
ば
、
林
鳳
岡
が
『
海
東
諸

国
記
』
を
所
望
し
た
際
、
江
戸
家
老
平
田
直
右
衛
門
は
「『
海
東
記
』
ハ
、
類
本
対

馬
守
方
ニ
モ
無
之
候
。
惣
体
朝
鮮
書
籍
之
儀
ハ
、
彼
国
ヨ
リ
出
申
候
儀
堅
ク
禁
制

仕
、
諸
家
之
詩
文
集
ニ
テ
モ
其
内
ニ
ハ
国
事
を
論
候
奏
疏
・
箚
子
之
類
有
之
候
故

外
国
ヘ
遣
候
事
を
禁
制
仕
候
。
増
テ
『
海
東
記
』
等
之
書
ハ
日
本
ニ
相
預
候
事
を

書
載
仕
候
書
物
ニ
御
座
候
ヘ
ハ
、
弥
禁
制
仕
候
付
、
急
ニ
相
調
可
申
ト
ハ
不
奉
存

候
」
と
弁
解
し
、「
板
本
一
部
ハ
手
前
ヘ
差
置
申
度
候
間
、
写
ニ
テ
も
当
分
之
御
用

相
達
申
候
ハ
ヽ
、
写
候
テ
差
上
申
度
奉
存
候
」
と
断
り
を
入
れ
て
い
る	（
26
）。

今
一
つ
は
品
質
的
価
値
で
あ
る
。『
辺
例
集
要
』
に
よ
る
と
、
求
請
を
受
け
て
書

物
を
下
賜
す
る
際
「
開
刊
下
送
」
の
様
に
、
新
た
に
刷
っ
た
例
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
た
「
礼
曹
」（
儀
礼
や
祭
事
、
外
交
な
ど
を
司
っ
た
行
政
機
関
）、「
校
書
館
」（
官

営
の
印
刷
所
）
等
に
調
達
さ
せ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、
官
許
の
も
と
下
賜

品
が
用
立
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

朝
鮮
の
出
版
事
情
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
官
営
の
「
校
書
館
」「
芸
文
館
」

「
成
均
館
」
等
で
出
版
さ
れ
た
書
籍
は
高
価
な
た
め
、
支
配
階
層
（
両
班
）
し
か
手

に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
朝
廷
か
ら
の
許
可
が
お
り
な
い
以
上
、
官

版
を
入
手
す
る
こ
と
は
事
実
上
不
可
能
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

現
存
す
る
宗
家
史
料
に
、
版
型
も
小
さ
く
刷
り
の
悪
い
朝
鮮
本
が
し
ば
し
ば
認

め
ら
れ
る
の
は
、
禁
制
以
降
入
手
し
た
粗
悪
本
の
名
残
で
は
な
い
か
と
も
推
測
さ

れ
る
。

こ
の
よ
う
に
禁
制
と
い
う
外
的
要
因
に
よ
っ
て
、
対
馬
藩
が
所
持
す
る
朝
鮮
本

は
、
国
内
に
お
け
る
貴
重
な
海
外
資
料
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

朝
鮮
本
献
上
の
背
景

対
馬
藩
の
御
文
庫
か
ら
、
徳
川
将
軍
や
幕
閣
へ
朝
鮮
本
が
提
供
さ
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
は
、
大
名
文
庫
と
し
て
の
大
き
な
特
色
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
、

日
朝
交
易
に
お
け
る
、
朝
鮮
と
の
外
交
、
及
び
対
馬
藩
と
依
頼
者
と
の
関
係
と
い

う
構
図
の
中
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。

前
に
見
た
通
り
、
朝
鮮
と
の
外
交
に
お
い
て
は
、
正
徳
二
年
の
禁
制
と
い
う
大

き
な
画
期
が
あ
っ
た
。
正
徳
二
年
の
禁
制
以
降
、
従
来
朝
鮮
側
に
求
請
さ
れ
て
い

た
他
家
か
ら
の
依
頼
に
応
え
る
に
は
、
御
文
庫
の
蔵
書
を
代
替
と
せ
ざ
る
を
え
な

く
な
る
。

そ
し
て
、
禁
制
以
降
御
文
庫
か
ら
朝
鮮
本
を
献
上
さ
れ
た
人
物
と
な
る
と
、
前

掲
し
た
聖
堂
（
大
学
頭
林
鳳
岡
）・
老
中
稲
葉
正
則
・
将
軍
侍
講
新
井
白
石
・
将
軍

吉
宗
・
大
学
頭
林
述
斎
に
限
定
さ
れ
て
く
る
。
自
藩
の
財
産
の
提
供
を
辞
さ
な

か
っ
た
こ
れ
ら
の
案
件
は
、
対
馬
藩
と
依
頼
者
と
の
関
係
に
お
い
て
非
常
に
重
要

な
例
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

言
う
ま
で
も
な
く
最
も
重
要
な
顧
客
は
将
軍
吉
宗
で
、
四
代
藩
主
義
方
の
『
東

医
宝
鑑
』
献
上
以
降
も
、
次
代
藩
主
義
倫
が
『
東
国
輿
地
勝
覧
』
及
び
『
国
朝
五

礼
儀
』
を
献
上
し
て
い
る	（
27
）。
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老
中
の
稲
葉
正
則
は
、
藩
主
義
真
と
の
親
交
も
深
く
、
朝
鮮
倭
館
の
普
請
に
伴

う
参
勤
御
免
願
い	（
28
）、
義
真
公
の
息
女
と
亀
井
豊
前
守
（
津
和
野
藩
）
子
息
（
亀

井
隠
岐
守
茲
親
）
と
の
縁
談
、
義
真
公
の
息
女
と
永
井
市
正
直
時
（
高
槻
藩
）
と

の
縁
談
等
を
仲
介
し
て
い
る	（
29
）。

幕
府
の
政
治
顧
問
で
あ
っ
た
新
井
白
石
は
、
正
徳
二
年
の
朝
鮮
通
信
使
に
際
し

て
、
応
接
儀
礼
や
国
王
号
の
改
正
を
進
め
、
朝
鮮
と
の
外
交
問
題
に
大
き
く
関
わ
る
。

中
で
も
詳
細
な
関
係
性
を
う
か
が
え
る
の
は
、
江
戸
後
期
の
林
述
斎
で
あ
る
。

述
斎
は
寛
政
五
年
に
岩
村
藩
主
家
よ
り
林
家
八
代
を
継
ぎ
、
寛
政
九
年
に
は
昌
平

坂
学
問
所
が
幕
府
直
轄
の
機
関
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
学
頭
と
し

て
学
問
所
の
振
興
に
大
い
に
腕
を
ふ
る
い
、
文
化
八
年
の
易
地
聘
礼
に
お
い
て
も

随
員
と
し
て
対
馬
に
赴
き
韓
使
の
饗
応
に
あ
た
っ
た
人
物
で
あ
る
。

聖
堂
へ
の
献
納
は
、
釈
奠
に
関
わ
る
儒
教
の
経
典
類
で
あ
っ
た
が
、
文
政
元
年

よ
り
同
十
一
年
に
か
け
て
大
学
頭
林
述
斎
が
所
望
し
た
書
物
の
べ
七
十
点
の
ほ
と

ん
ど
は
、
朝
鮮
人
の
漢
詩
文
集
で
あ
る
。
述
斎
と
の
や
り
取
り
を
伝
え
る
資
料
と

し
て
は
、
天
保
・
嘉
永
期
の
書
物
目
録
に
あ
る
「
林
家
行
」
の
書
入
れ
、
東
大
史

料
編
纂
所
所
蔵
『
林
様
御
用
談
記
録
』
の
一
連
の
記
録
、
ま
た
御
文
庫
の
出
納
用

と
し
て
作
成
さ
れ
た
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
『
林
家
行
出
入
帳
』（
宗
家
文
庫

記
録
Ⅲ
／
そ
の
他
／
Ｄ
40
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
る
と
、
述
斎
の
件
は
す
べ
て
貸
出
し
や
副
本
に
よ
っ
て
対

応
さ
れ
て
お
り
、
同
資
料
館
『
思
文
館
日
記
』（
宗
家
文
庫
日
記
類
Ａ
ｚ－
5
／

1
）
文
政
四
年
辛
巳
年
八
月
五
日
条
に
は
藩
校
思
文
館
に
て
副
本
を
作
成
し
た
こ

と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
副
本
の
い
く
つ
か
は
、
内
閣
文
庫
（
国
立
公
文
書
館
）

の
昌
平
坂
学
問
所
旧
蔵
書
に
現
存	（
30
） 

し
、
図
版
の
『
林
白
湖
集
』
の
よ
う
に
、
忠

実
な
写
し
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
の
「
林
様
御
用
談
記
録
」（
宗
家
史
料
4－

66
）
は
、
文

政
二
年
か
ら
文
久
元
年
に
至
る
林
大
学
頭
と
の
種
種
の
用
談
が
、
往
来
の
書
簡
と

と
も
に
一
五
〇
丁
に
わ
た
っ
て
収
録
さ
れ
た
資
料
で
あ
る
。
そ
の
内
書
物
の
貸
出

し
に
つ
い
て
の
記
事
を
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

 
 

 • 

文
政
元
年
十
一
月
依
頼
、
同
二
年
十
月
差
出
、
同
四
年
六
月
返
却

 
 

十
点
（
和
本
二
点
を
含
む
）

 
 

 • 

文
政
四
年
六
月
依
頼
、
同
五
年
閏
正
月
差
出
、
同
七
年
四
月
返
却

 
 

二
十
点
（
和
本
九
点
を
含
む
）

 
 

 • 

文
政
七
年
四
月
依
頼
、
同
九
年
四
月
・
同
十
二
年
八
月
差
出
、
未
返
却

 
 

二
十
点
（
他
に
焼
失
の
為
差
出
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
二
十
点
有
り
）

藩
政
期
を
通
し
て
、
こ
れ
ほ
ど
多
く
の
朝
鮮
本
が
差
出
さ
れ
た
こ
と
は
後
に
も

先
に
も
な
い
が
、
大
学
頭
と
の
主
要
な
「
用
談
」
は
、
書
物
貸
出
し
の
他
に
あ
る
。

実
は
、
用
談
記
録
の
大
部
分
を
占
め
る
の
は
朝
鮮
と
の
外
交
に
関
わ
る
案
件

で
、
朝
鮮
御
用
聞
で
あ
っ
た
老
中
青
山
下
野
守
忠
裕
へ
の
嘆
願
を
述
斎
に
仲
介
し

て
く
れ
る
よ
う
求
め
る
内
容
で
あ
る
。
主
な
案
件
は
、
藩
主
義
質
の
後
見
役
で
あ

る
脇
坂
安
董
の
留
任
願
い
、
拝
借
米
拝
借
金
の
返
納
猶
予
願
い
、
将
軍
の
孫
誕
生
に

宗
家
文
庫
本
（
刊
本
）

 

昌
平
坂
学
問
所
旧
蔵
本
（
写
本
）
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つ
い
て
の
差
倭
派
遣
の
交
渉
、
の
三
つ
で
、
い
ず
れ
も
喫
緊
の
外
交
問
題
が
並
ぶ
。

脇
坂
安
董
の
留
任
願
い
の
件
は
文
政
二
年
十
一
月
二
十
三
日
条
に
見
え
る
。
宗

義
質
が
家
督
を
継
い
だ
の
は
文
化
九
年
十
四
歳
の
時
で
、
こ
の
時
後
見
役
と
な
っ

た
の
が
、
文
化
八
年
の
朝
鮮
通
信
使
御
用
も
務
め
た
播
磨
龍
野
藩
主
脇
坂
安や
す

董た
だ

で

あ
る
。
安
董
が
暇
を
願
い
出
る
旨
の
内
意
を
受
け
、
義
質
が
ま
だ
二
十
の
若
年
で

あ
る
こ
と
、
ま
た
朝
鮮
側
の
飢
饉
に
よ
っ
て
滞
っ
た
ま
ま
の
貿
易
再
開
に
力
添
え

が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
安
董
の
留
任
願
い
が
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
件

は
、
別
に
「
文
化
十
四
丁
丑
年
ゟ
義
質
様
御
代
脇
坂
中
務
大
輔
様
江
之
御
状
控
」

（
宗
家
文
庫
／
記
録
類
／
表
書
札
方
／
Ｐ
３
２
）
が
作
成
さ
れ
て
お
り
、
義
質
の
治

世
に
お
け
る
安
董
の
存
在
の
重
要
性
を
う
か
が
え
る
一
件
で
も
あ
る
。

次
の
拝
借
米
拝
借
金
返
還
の
猶
予
願
い
の
件
は
、
文
政
四
年
辛
巳
年
十
一
月
二

十
八
日
条
に
見
え
る
。
対
馬
藩
は
、
寛
政
五
年
に
輸
入
米
滞
り
及
び
来
聘
御
用
に

つ
き
米
一
万
石
、
文
化
六
年
に
信
使
来
聘
に
つ
き
金
三
万
両
を
拝
借	（
31
） 

し
て
い

る
。
そ
の
返
納
期
限
が
迫
り
、
朝
鮮
と
の
貿
易
不
振
に
伴
う
財
政
難
を
理
由
に
猶

予
願
い
が
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
差
倭
派
遣
の
要
請
に
つ
い
て
は
文
政
四
年
辛
巳
正
月
十
四
日
条
に
見

え
る
。
文
政
四
年
正
月
、
将
軍
継
嗣
家
慶
の
次
男
嘉
千
代
誕
生
に
つ
き
、
将
軍
家

斉
の
孫
誕
生
を
祝
う
使
者
「
関
白
生
孫
告
慶
差
倭
」
を
朝
鮮
に
派
遣
す
る
よ
う
幕

府
か
ら
要
請
が
あ
っ
た
。
実
は
、
夭
折
し
た
長
男
竹
千
代
の
誕
生
に
際
し
て
、
既

に
こ
の
差
倭
は
派
遣
さ
れ
て
い
る
。
次
男
に
対
す
る
差
倭
は
前
例
が
な
い
こ
と
か

ら
、
先
例
を
重
ん
じ
る
朝
鮮
側
と
の
交
渉
は
難
航
を
究
め
、
文
政
十
二
年
八
月
二

十
一
日
条
で
「
林
大
学
頭
様
数
年
御
心
添
之
品
も
有
之
、
此
節
訳
使
渡
海
、
御
手

数
向
無
滞
相
済
」
と
よ
う
や
く
落
着
す
る
。
こ
の
件
に
関
し
て
も
「
若
君
様
御
弘

記
録
」
が
別
に
作
成
さ
れ
て
い
る	（
32
）。

右
の
嘆
願
は
、
最
終
的
に
老
中
青
山
下
野
守
に
向
け
ら
れ
る
も
の
の
、
大
学
頭

宛
の
書
簡
に
頻
出
す
る
「
心
添
」
と
い
う
言
葉
通
り
、
述
斎
に
老
中
へ
の
取
り
な

し
を
依
頼
し
て
お
り
、
そ
れ
が
「
林
様
御
用
談
記
録
」
の
主
要
な
「
用
談
」
と
い

え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
書
物
の
貸
出
し
は
あ
く
ま
で
副
次
的
で
は
あ
る
が
、
言
い
換
え
れ
ば

「
心
添
」
の
対
価
と
し
て
対
馬
藩
が
当
然
応
じ
る
べ
き
用
件
、
と
い
う
意
味
合
い
を

帯
び
て
く
る
。

献
上
し
た
対
象
は
、
特
に
藩
政
に
影
響
を
与
え
う
る
地
位
に
あ
り
、
藩
庫
の
朝
鮮

本
は
そ
の
交
渉
術
の
一
つ
と
し
て
貢
献
す
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

特
に
対
馬
藩
と
林
家
と
の
関
係
は
、
元
禄
四
年
の
聖
堂
ヘ
の
献
上
か
ら
続
く
、

非
常
に
重
要
な
も
の
と
し
て
以
下
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
対
馬
藩
と
林
家
と
の

関
係
は
、
藩
主
義
倫
が
、
木
下
順
庵
が
名
付
け
た
「
方
倫
」
の
改
名
を
自
ら
林
榴

岡
に
依
頼
し
た
一
件	（
33
） 

が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
木
下
順
庵
没
後
の
林
家
へ
の

接
近
と
い
う
形
で
表
れ
て
く
る
。
こ
の
藩
主
の
名
付
け
に
つ
い
て
は
、
義
章
の
名

付
け
を
八
代
目
述
斎
、
義
和
の
名
付
け
を
九
代
目
檉
宇
に
依
頼
し
て
お
り	（
34
）、
同

時
期
に
藩
主
の
昌
平
坂
学
問
所
へ
の
入
門	（
35
） 

も
認
め
ら
れ
る
。
三
代
藩
主
義
真

と
木
門
と
の
関
係
が
、
次
代
の
義
倫
に
い
た
っ
て
林
家
へ
と
移
行
し
、
以
降
幕
末

ま
で
続
く
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

お
わ
り
に

対
馬
藩
と
朝
鮮
本
の
献
上
と
い
う
主
題
に
お
い
て
、
朝
鮮
と
の
外
交
、
及
び
依

頼
者
と
の
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
朝
鮮
側
か
ら
の
制
約
と
諸
侯
か
ら
の
依
頼

と
の
間
に
位
置
す
る
対
馬
藩
の
御
文
庫
の
役
割
を
明
ら
か
に
し
た
。
結
び
に
か
え
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て
、
藤
本
氏
の
評
価
す
る
文
化
面
に
お
け
る
対
馬
藩
の
役
割
に
つ
い
て
補
足
し
て

お
き
た
い
。

文
化
面
に
お
け
る
対
馬
藩
の
役
割
と
は
、
諸
大
名
家
の
蒐
書
の
仲
介
と
、
間
接

的
な
出
版
へ
の
貢
献
で
あ
る
と
い
え
る
。
蒐
書
に
関
し
て
は
、
前
掲
し
た
前
田
綱

紀
の
蒐
書
に
貢
献
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
吉
宗
に
献
上
さ
れ
た

『
東
医
宝
鑑
』
は
、
享
保
九
年
、
訓
点
を
付
し
て
栂
井
藤
兵
衛
よ
り
官
版
と
し
て
刊

行
さ
れ
て
い
る
。

興
味
深
い
の
は
、
水
戸
光
圀
の
『
大
日
本
史
』
編
纂
に
伴
い
資
料
探
訪
に
携

わ
っ
た
佐
々
宗
淳
の
報
告
で
あ
る
。『
大
日
本
史
』
中
の
日
朝
外
交
に
関
わ
る
引
用

書
の
一
つ
、
朝
鮮
の
漢
詩
集
『
東
文
選
』
に
つ
い
て
「
東
文
選
、
全
本
宗
対
馬
守

殿
御
子
息
に
可
有
候
」	（
36
）
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
好
学
の
松
平
備
前
守
正
信
が
、
朝
鮮
本
『
李
退
渓
全
集
』『
儀
礼
経
伝
続

通
解
』
を
所
持
し
て
い
る
の
で
書
写
さ
せ
て
も
ら
う
べ
き
旨
が
提
案
が
さ
れ
、
加

え
て
正
信
の
室
が
宗
義
成
の
娘
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
二
書
を
対
馬
守
が
才
覚

し
て
入
手
し
た
経
緯
に
ふ
れ
て
い
る	（
37
）。

『
李
退
渓
全
集
』
が
再
三
に
わ
た
る
求
請
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
い
に
許
可
さ
れ

な
か
っ
た
こ
と
は
前
述
し
た
。『
儀
礼
経
伝
続
通
解
』
も
唐
本
で
ど
う
し
て
も
見
つ

か
ら
ず
、
朝
鮮
本
の
同
書
が
貴
重
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
宗
淳
の
報
告
に
述
べ

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
稀
覯
書
で
あ
り
、
姻
戚
関
係
の
誼
で
宗
義
真

が
尽
力
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

右
記
の
例
は
、
対
馬
藩
が
朝
鮮
本
の
輸
入
を
仲
介
す
る
こ
と
で
も
た
ら
さ
れ
た

文
化
面
の
影
響
の
証
左
と
い
え
る
が
、
未
調
査
の
部
分
を
な
お
多
く
含
む
た
め
今

後
の
課
題
と
し
た
い
。

注（
1
） 

藤
本
幸
夫
『
日
本
現
存
朝
鮮
本
研
究 

集
部
』（
平
成
十
八
年
、
京
都
大
学
学
術
出
版

会
）
よ
り
引
用
。

（
2
） 

犬
塚
遜
『
昌
平
志
』
巻
第
四
「
経
籍
誌
」（
寛
政
十
一
年
自
序
）
国
会
図
書
館
所
蔵
本

に
よ
る
。

（
3
） 

天
和
期
『
天
和
三
年
癸
亥
年 

御
書
物
帳
』（
宗
家
文
庫
／
記
録
類
Ⅲ
／
書
物
目
録
／

1
）、
安
永
期
『
御
書
物
帳
』（
宗
家
文
庫
／
記
録
類
／
勘
定
方
／
Ｅ
／
17
（
7
））、
天

保
期
『
二
階
之
分
御
書
物
引
合
帳
』（
宗
家
文
庫
／
記
録
類
Ⅲ
／
書
物
目
録
／
11
）・『
下

之
分 

御
書
物
引
合
帳
』（
宗
家
文
庫
／
記
録
類
／
そ
の
他
／
Ｄ
／
3
）、
嘉
永
期
『
二
階

之
分 

御
書
物
引
合
帳
』（
宗
家
文
庫
／
記
録
類
Ⅲ
／
書
物
目
録
12
）・『
下
之
分 

御
書
物

引
合
帳
』（
宗
家
文
庫
／
記
録
類
Ⅲ
／
書
物
目
録
／
13
）、
以
上
す
べ
て
長
崎
県
立
対
馬

歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
。

（
4
） 

藤
本
幸
夫
「
宗
家
文
庫
蔵
朝
鮮
本
に
就
い
て
― 『
天
和
三
年
目
録
』
と
現
存
本
を
対

照
し
つ
つ
―
」（「
朝
鮮
学
報
」
第
九
十
九
・
百
輯
合
併
号
、
昭
和
五
十
六
年
七
月
、
朝

鮮
学
会
）
よ
り
引
用
。

（
5
） 

佐
伯
弘
次
「
宗
家
文
庫
史
料
の
総
合
的
研
究
」（
平
成
十
～
十
二
年
度
科
学
研
究
費
補

助
金
基
盤
研
究 

（
Ｂ
） （
2
）
研
究
成
果
報
告
書
、
平
成
十
三
年
三
月
）
に
お
い
て
、
各

種
資
料
目
録
類
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
6
） 

拙
稿
「
藩
政
時
代
に
お
け
る
対
馬
藩
宗
家
御
文
庫
の
研
究
―
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館

所
蔵
「
書
物
目
録
」
を
中
心
と
し
て
―
」（
福
岡
大
学
研
究
部
論
集
Ａ
人
文
科
学
編 

第

十
二
巻
第
六
号
、
平
成
二
十
五
年
三
月
）
に
お
い
て
こ
れ
ら
の
書
物
目
録
を
用
い
、
御

文
庫
の
基
礎
的
な
蔵
書
構
成
を
明
ら
か
に
し
た
。

（
7
） 

『
四
書
大
全
』
に
つ
い
て
は
書
き
入
れ
に
「
午
」
年
と
あ
る
こ
と
、（
注
11
）
の
資
料

の
段
階
で
は
「
御
文
庫
に
無
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
元
禄
三
年
以
前
と
推
定
す
る
。
ま

た
、『
中
庸
九
経
衍
義
』
は
御
前
ヘ
奉
っ
た
こ
と
の
み
記
さ
れ
て
い
る
が
、
九
州
国
立
博

物
館
所
蔵
の
三
月
廿
九
日
付
宗
義
真
宛
稲
葉
正
則
書
状
（
Ｐ
９
７
９
）
で
、「
朝
鮮
焼
物
」

と
共
に
『
中
庸
九
経
衍
義
』
一
部
を
拝
受
し
た
礼
が
「
中
庸
九
経
衍
義
一
部
被
下
忝
次

第
に
候
。
珍
敷
書
物
に
候
。
一
入
重
宝
可
仕
候
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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（
8
） 

家
宣
・
家
継
時
代
の
侍
講
新
井
白
石
は
通
信
使
儀
礼
の
改
革
を
推
し
進
め
た
こ
と

で
、
対
馬
藩
に
と
っ
て
は
大
変
重
要
な
人
物
で
あ
る
。
正
徳
元
年
の
家
宣
襲
職
の
通
信

使
に
お
い
て
、
白
石
の
主
導
の
も
と
諸
式
の
改
変
が
行
わ
れ
た
。『
高
麗
史
記
』『
東
国

輿
地
勝
覧
』
の
献
上
も
、
正
徳
の
改
革
の
際
求
め
ら
れ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
詳

細
な
経
緯
に
つ
い
て
は
今
後
の
精
査
を
要
す
る
。

（
9
） 

湯
島
の
聖
堂
は
数
度
の
火
災
に
よ
り
罹
災
す
る
が
、
書
籍
を
納
め
た
文
庫
に
特
に
被

害
が
及
ん
だ
の
は
明
和
九
年
で
あ
る
。
こ
の
火
災
に
よ
っ
て
「
元
禄
創
建
以
降
諸
侯
の

献
納
し
た
図
書
」（
小
野
則
秋
『
日
本
文
庫
史
研
究
』
下
「
近
世
に
お
け
る
文
庫
」
昭
和

五
十
五
年
改
訂
新
版
、
臨
川
書
店
）
な
ど
を
納
め
て
い
た
書
庫
が
罹
災
し
た
と
み
え
、
諸

侯
に
よ
っ
て
再
度
書
物
が
献
納
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
前
掲
、
犬
塚
遜
『
昌

平
志
』）。
対
馬
藩
も
再
度
聖
堂
に
朝
鮮
本
を
献
納
し
て
お
り
、『
昌
平
志
』
に
よ
る
と

『
五
経
大
全
』
五
十
六
冊
、『
朱
子
大
全
』
六
十
九
冊
が
安
永
九
年
に
献
上
さ
れ
て
い
る

が
、
実
は
御
文
庫
の
『
詩
経
大
全
』
十
冊
、『
書
伝
大
全
』
十
冊
、『
春
秋
大
全
』
八
冊
、

『
周
易
大
全
』
十
三
冊
、『
礼
記
大
全
』
十
五
冊
の
全
五
十
六
冊
を
『
五
経
大
全
』
と
し

て
献
納
し
て
い
る
。
こ
の
安
永
九
年
に
献
納
さ
れ
た
二
点
は
、
内
閣
文
庫
に
現
存
し
て

お
り
、
書
型
は
縦
31
・
7
～
34
・
7
㎝
、
横
20
・
8
㎝
～
22
・
9
㎝
と
不
統
一
、
御
文
庫

の
取
合
わ
せ
で
一
具
と
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。
元
禄
四
年
の
献
納
本
が
現
存
し
な

い
の
は
、
前
掲
の
小
野
氏
が
言
う
よ
う
に
、
明
和
九
年
に
焼
失
し
た
為
と
考
え
ら
れ
る
。

（
10
） 

小
野
則
秋
氏
前
掲
書
（
注
9
）
に
よ
る
。

（
11
） 

対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
所
蔵
『
聖
堂
江
書
籍
献
上
之
事
ほ
か
』（
宗
家
文
庫
／
記
録
類

Ⅲ
／
江
戸
／
3
）
に
よ
る
。

（
12
） 

注 （
11
） 

に
同
じ
。

（
13
） 

明
暦
三
年
生
、
享
保
十
七
年
没
。
対
馬
藩
医
玄
育
の
長
子
。
名
は
存 

、
字
は
士
道
、

通
称
庄
右
衛
門
。
訥
庵
、
鈍
翁
と
も
号
し
た
。
木
下
順
庵
に
学
ぶ
。
農
政
に
す
ぐ
れ
、
対

馬
聖
人
と
称
さ
れ
た
。
著
に
『
訥
庵
雑
録
』『
農
政
問
答
』
な
ど
が
あ
る
。

（
14
） 

寛
永
十
六
年
生
、
元
禄
十
五
年
八
月
七
日
没
。
享
年
六
十
四
。
天
龍
院
は
義
真
の
法

号
で
あ
る
。
明
暦
三
年
十
二
月
二
十
七
日
家
督
を
継
ぎ
、
同
日
侍
従
・
対
馬
守
と
な
る
。

元
禄
五
年
六
月
二
十
七
日
致
仕
、
同
年
七
月
刑
部
大
輔
に
改
称
。
し
か
し
同
七
年
家
督

を
継
い
だ
義
倫
が
没
し
、
幼
い
義
方
が
藩
主
と
な
る
と
改
め
て
朝
鮮
関
係
の
管
掌
を
命

じ
ら
れ
、
同
十
四
年
ま
で
勤
め
た
。
江
戸
期
三
代
目
義
真
の
治
世
は
、
柳
川
一
件
（
国

書
偽
造
）
の
事
後
処
理
と
い
う
苦
境
を
乗
り
越
え
、
豊
富
な
財
源
を
元
に
藩
政
の
基
礎

を
築
く
こ
と
と
な
っ
た
。

（
15
） 

田
代
和
生
『
江
戸
時
代
朝
鮮
薬
材
調
査
の
研
究
』（
平
成
十
一
年
、
慶
應
義
塾
大
学
出

版
会
）。

（
16
） 

山
本
博
文
『
対
馬
藩
江
戸
家
老
』（
平
成
七
年
、
講
談
社
）。

（
17
） 

田
代
氏
前
掲
書
（
注
15
）
よ
り
引
用
。

（
18
） 

朝
鮮
側
の
史
料
は
、『
朝
鮮
史
』（
朝
鮮
史
編
修
会
、
昭
和
七
年
）
所
載
の
「
王
朝
実

録
」（
正
史
）
等
の
記
事
、
及
び
『
辺
例
集
要
』（
対
日
外
交
記
録
）
に
よ
る
。
日
本
側

の
史
料
は
『
分
類
紀
事
大
綱
』（
対
馬
藩
藩
政
日
誌
よ
り
主
要
事
項
を
編
纂
）
に
よ
る
。

（
19
） 

江
戸
初
期
の
医
書
、
薬
材
の
輸
入
状
況
に
つ
い
て
は
、
田
代
氏
前
掲
書
（
注
15
）
に

詳
し
い
。

（
20
） 

『
朝
鮮
史
』（
前
掲
書
、
注
18
）「
壬
辰 

朝
鮮
粛
宗
三
十
八
年
（
五
月
）」
に
よ
る
。

（
21
） 

「
も
っ
と
も
心
を
痛
め
た
こ
と
は
、
金
鶴
峯
の
『
海
槎
録
』、
柳
西
崖
の
『
懲
毖
録
』、

姜
睡
隠
の
『
看
羊
録
』
な
ど
の
書
に
は
、
両
国
の
隠
情
（
機
密
）
が
多
載
さ
れ
て
い
る

の
に
、
今
そ
の
す
べ
て
が
大
坂
で
梓
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
、
賊
を
探
り

な
が
ら
賊
に
告
げ
る
の
と
、
何
が
異
な
ろ
う
か
。
国
家
の
綱
紀
が
厳
な
ら
ず
、
館
訳
の

私
的
取
引
が
か
く
の
如
く
で
あ
る
」（
申
維
澣
『
海
游
録
』（
和
訳
）、
東
洋
文
庫
252
）。
文

中
の
鶴
峯
は
一
五
九
一
年
、
つ
ま
り
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
の
前
年
に
通
信
副
使
と
し
て
訪

日
し
て
お
り
、
そ
の
際
の
日
本
紀
行
記
が
『
海
槎
録
』
で
あ
る
。
和
刻
本
は
な
い
。『
懲

毖
録
』
は
、
十
六
世
紀
末
朝
鮮
の
柳
成
竜
が
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
の
出
来
事
に
つ
い
て
覚

書
き
風
に
ま
と
め
た
も
の
。『
朝
鮮
王
朝
実
録
』『
乱
中
雑
録
』
と
な
ら
ん
で
、
秀
吉
の

朝
鮮
侵
略
関
係
の
基
本
史
料
。
和
刻
本
は
元
禄
八
年
序
刊
。
ま
た
、
平
凡
社
よ
り
『
懲

毖
録
』 （
東
洋
文
庫
357
、
昭
和
五
十
四
年
） 

と
し
て
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。
姜
沆
は
藤
原

惺
窩
と
の
学
問
的
交
流
で
よ
く
知
ら
れ
、
秀
吉
の
朝
鮮
侵
略
の
際
日
本
に
強
制
連
行
さ

れ
た
学
者
で
あ
る
。
後
に
帰
国
し
て
、
日
本
の
内
情
を
詳
細
に
調
査
報
告
し
た
文
集
が

『
看
羊
録
』。
和
刻
本
は
な
い
。
平
凡
社
よ
り
『
看
羊
録
―
朝
鮮
儒
者
の
日
本
抑
留
記
』

（
東
洋
文
庫
440
、
昭
和
五
十
九
年
）
と
し
て
活
字
化
さ
れ
て
い
る
。

（
22
） 
前
掲
書
（
注
18
）『
辺
例
集
要
』「
約
定
」（
韓
国
史
料
叢
書
16
、
大
韓
民
国
文
教
部
国
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史
編
纂
委
員
会
、
一
九
七
〇
年
）
よ
り
引
用
。

（
23
） 

国
書
改
竄
事
件
な
ど
と
も
呼
ぶ
。（
中
略
）
中
世
の
日
朝
関
係
に
お
い
て
宗
氏
は
特
権

的
な
地
位
を
固
め
、
将
軍
使
節
ま
で
対
馬
か
ら
派
遣
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
文
禄
・

慶
長
の
役
以
後
も
そ
の
関
係
は
続
き
、
さ
ら
に
日
朝
講
和
に
つ
い
て
の
相
互
認
識
の
齟

齬
が
あ
り
、
宗
氏
は
そ
の
弥
縫
策
と
し
て
国
書
の
偽
造
・
改
竄
な
ど
の
処
置
を
と
ら
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
、
幕
府
の
審
問
の
過
程
で
、
柳
川
調
興
（
対
馬
藩
家
臣
）

が
暴
露
し
、
そ
の
後
の
調
査
で
、
将
軍
使
節
の
派
遣
な
ど
中
世
以
来
の
日
朝
関
係
の
あ

り
方
と
幕
府
の
朝
鮮
に
対
す
る
姿
勢
の
齟
齬
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
争
論
は
、
寛
永
十

二
年
、
将
軍
徳
川
家
光
の
親
裁
に
よ
っ
て
、
柳
川
調
興
の
有
罪
、
宗
義
成
の
無
罪
が
確
定

し
た
。（「
柳
川
一
件
」 
― 『
国
史
大
事
典
』〈
荒
野
泰
典
〉
吉
川
弘
文
館
）

（
24
） 

注 （
8
） 

参
照
。

（
25
） 

長
正
統
「
日
鮮
関
係
に
お
け
る
記
録
の
時
代
」（「
東
洋
学
報
」
五
〇
巻
四
号
、
昭
和

四
十
三
年
三
月
）
よ
り
引
用
。

（
26
） 

史
料
編
纂
所
所
蔵
「
吉
宗
様
御
代
公
私
御
用
向
抜
書
」
弐
拾
壱
番 

海
東
諸
国
記
被
献

候
事
（
宗
家
史
料
四－

二
四
）
享
保
三
年
正
月
廿
一
日
の
林
大
学
頭
宛
平
田
直
右
衛
門

書
状
に
よ
る
。

（
27
） 

『
東
医
宝
鑑
』
の
献
上
に
関
す
る
資
料
に
は
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
吉
宗
様
御
代
公
私
御

用
向
抜
書
』
弐
拾
壱
番
「
海
東
諸
国
記
被
献
候
事
」
享
保
三
年
正
月
廿
一
日
条
（
宗
家

史
料
4－

24
）、
同
七
拾
番
「
公
義
よ
り
書
籍
之
儀
以
御
書
付
被
仰
渡
候
事
」
同
年
八
月

十
三
日
書
状
（
宗
家
史
料
4－

29
）
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ま
た
『
五
礼
儀
』
に
つ
い
て
は

書
物
目
録
の
書
入
れ
〔
表
１
〕
に
『
国
朝
五
礼
儀
』
十
九
冊
「
御
用
ニ
而
差
出
」
と
記

録
さ
れ
、
御
文
庫
か
ら
の
献
上
と
目
さ
れ
る
。
い
ず
れ
も
、「
法
度
」
に
抵
触
す
る
で
あ

ろ
う
地
理
物
産
、
科
挙
制
等
と
い
っ
た
朝
鮮
国
事
の
資
料
で
、
入
手
に
は
困
難
を
極
め

た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。

（
28
） 

釜
山
に
あ
っ
た
日
本
人
居
留
地
で
あ
る
倭
館
は
立
地
条
件
等
を
理
由
に
草
梁
へ
移
転

す
る
。
藩
主
義
真
は
移
転
交
渉
を
理
由
に
参
勤
御
免
を
願
い
出
て
お
り
、
そ
れ
に
関
す

る
老
中
稲
葉
正
則
と
の
書
状
（
九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
、
Ｐ
９
７
４
、
Ｐ
９
８
７
）
が

残
さ
れ
て
い
る
。

（
29
） 

い
ず
れ
も
九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
「
稲
葉
正
則
書
状
」（
Ｐ
９
７
７
、
Ｐ
９
８
０
、
Ｐ

９
８
９
）
に
よ
る
。

（
30
） 

図
版
の
『
林
白
湖
集
』
は
、
刊
本
が
対
馬
歴
史
民
俗
資
料
館
本
、
写
本
が
内
閣
文
庫

本
（
内
閣
文
庫
：
三
一
八－

〇
一
七
七
、
宗
家
文
庫
：
漢
籍
／
朝
鮮
刊
本
／
Ｄ－

2
／

30－

1
～
2
）。
そ
の
他
は
以
下
の
副
本
が
確
認
で
き
る
。『
企
斎
集
』（
内
閣
文
庫
：
三

一
八－

〇
一
六
三
、
宗
家
文
庫
：
漢
籍
／
朝
鮮
刊
本
／
Ｄ－

2
／
20－

1
～
2
）、『
陶

隠
集
』（
内
閣
文
庫
：
三
一
八－

〇
一
六
四
、
宗
家
文
庫
：
漢
籍
／
朝
鮮
刊
本
／
Ｄ－

2

／
17－

1
）、『
嶽
堅
詩
集
』（
内
閣
文
庫
：
三
一
八－

〇
一
八
〇
、
宗
家
文
庫
：
）、『
桂

苑
筆
耕
』（
内
閣
文
庫
：
三
一
八－

〇
一
六
五
、
宗
家
文
庫
：
漢
籍
／
朝
鮮
刊
本
／
Ｄ－

2
／
14－

1
～
2
）。

（
31
） 

鶴
田
啓
「
一
八
世
紀
後
半
の
幕
府
・
対
馬
藩
関
係
」『
朝
鮮
史
研
究
会
論
文
集
』
二
三

集
、
昭
和
六
十
一
年
、
緑
蔭
書
房
。

（
32
） 

現
物
は
未
見
。
た
だ
し
、『
林
様
御
用
談
記
録
』
文
政
九
丙
戌
二
月
八
日
条
に
は
「
委

細
日
帳
且
若
君
様
御
弘
記
録
ニ
記
」
と
あ
る
。

（
33
） 

東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
吉
宗
様
御
代
公
私
御
用
向
抜
書
』（
宗
家
史
料
4－

40
）
弐

百
拾
番
「
殿
様
御
諱
之
字
御
改
之
事
」
享
保
十
乙
巳
年
六
月
廿
六
日
条
に
よ
る
。

（
34
） 

九
州
国
立
博
物
館
所
蔵
、
Ｐ
１
３
５
９
９
及
び
Ｐ
１
３
５
９
７
に
実
名
書
付
が
現
存

す
る
。

（
35
） 

石
川
謙
『
日
本
学
校
史
の
研
究
』（
昭
和
五
十
二
年
、
日
本
図
書
セ
ン
タ
ー
）
に
「
升

堂
記
」
を
参
考
と
し
た
藩
主
家
か
ら
の
入
門
者
に
関
す
る
報
告
が
あ
り
、
対
馬
歴
史
民

俗
資
料
館
所
蔵
「
林
様
江
御
入
門
之
御
式
」（
宗
家
文
庫
／
記
録
類
Ⅲ
／
江
戸
／
44
）
が

現
存
す
る
。

（
36
） 

東
大
史
料
編
纂
所
所
蔵
『
大
日
本
史
編
纂
記
録
』（
六
一
四
〇
・
一
／
三
／
七
九
）
元

禄
期
十
月
十
日
書
状
に
よ
る
。

（
37
） 

前
掲
資
料
（
注
32
）、
二
月
廿
一
日
書
状
に
よ
る
。


